
◆◆ サービスが受けられない場合

※本サービスは、クリエカスタマー登録者の専用サービスです。
ご登録者以外の方はご利用いただけません。

クリエ安心プラスの詳細はサービス契約約款に従います。
裏面のサービス契約約款もご覧ください。

次に掲げる場合または損害については無料修理は受けら

れません。

●１購入時の液晶画面の画素欠けや画素の常時点灯又は使

用に伴う経年変化としてこれらの事象が生じる場合

●２カスタマー登録がなされていない場合または登録者以

外の第三者からの修理依頼

●３対象機器以外の機器の損害または対象機器の現物確認

ができない場合

●４サ－ビス期間終了後に無料修理を申し込まれた場合

●５NCCLに直接修理申込みがなされない場合または他社

で修理された場合

●６保証書、サ－ビスカ－ドのご提示が無い場合

●７故意による損害、他の機器から受けた損害または対象機

器や接続機器の不当な修理や改造および不当な取扱いにと

もなう損害

●８盗難、紛失・置忘れ、詐欺・横領および第三者の加害

行為による損害

●９地震、風害、その他の天災地変、公害、塩害、異常電

圧などによる損害

●１0使用上の消耗、経年変化による劣化、変質、さび、か

び、変色等による損害および機能に影響のない外観上の

キズ、症状のでない不良など

●１１差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権

力の行使によって生じた損害

●１２核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物

の放射性、爆発性、その他の有害な特性またはこれらの

特性による事故

●１３戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装

反乱、その他これらに類似の事変または暴動による損害

●１４保証書による無料修理の対象となる損害

●１５対象機器を第三者に譲渡した後に生じた損害

●１６対象機器を第三者に貸与中に生じた損害

●１７第４条により提供された代替機に生じた損害

●１８対象機器の損害に対して保険金等が支払われる損害保

険等がある場合

クリエ安心プラス　請求書
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クリエ安心プラス
（1年間の修理サービス）

◆◆  サービス内容

■■  保証書との関係
保証書〔ソニー㈱が発行する保証期間1年間のメーカー保証

書：以下保証書といいます。〕と本サービスの関係を図示す

ると次のようになります。

※ 上記の水害とは台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪の

ほか高潮、土砂崩れ等の気象変象による火災を含みます。

但し地震や火山の噴火による火砕流や土石流は除きます。

なお、この場合も現物確認が無料修理の条件となりますの

でご留意願います。

※ 本サービスは、NCCLに直接修理申込みいただいた場合の

みご利用いただけます。

◆◆  対象機器
クリエ本体のみ

＊充電器、クレードル、メモリースティック、CD-ROM、モバイルコミュニケー

ションアダプター、スタイラス等は、対象外とします。

◆◆  サービス期間
「クリエ」のご購入日から1年間（ご購入日から1年後の応

当日まで）

◆◆  サービスの終了
本サービスは、下記の場合にはサービス期間中であっても

終了します。

① 対象機器が滅失した場合

② 対象機器を第三者に譲渡された場合

③ 本サービスの対象となる場合で、修理ができない損傷により

無料修理の代替として代替機の提供を受けられた場合

日本国内、海外で発生した破損、水漏れ、火災等偶然な事
故で、クリエ本体が損傷した場合、サービス期間内にソニー
㈱ネットコミュニケーションカスタマーリンク（以下
「NCCL」といいます。）にご連絡いただくこと、及びクリ
エ本体の現物確認を条件として、購入金額を限度に無料修
理をさせていただきます。

1 年期 間

保証書による無償修理故 障

クリエ安心プラスによる無償修理

破 損
水濡れ
火 災
落 雷
水 害

修修 理理 のの 受受 付付 けけ はは …… 
１．ソニー㈱ネットコミニュケーションカスタマ－リンク（NCCL）

で承ります。

電話番号 0466-30-3080

受付時間：平日１０時～１8時（土日祝日休み）

２．ソニ－指定業者が修理品をお客様宅へお引取りに伺いま

すので以下をご用意ください。

３．修理完了後、ソニ－指定業者が修理品をお客様宅へお届

けいたします。

●●  火災で対象機器を焼失された場合は、「クリエ安心プラス」

サービスカードの確認欄にご記名・ご捺印いただき、罹災

証明書（消防署発行）とともにご提出いただくことにより

対象機器の現物確認に代えさせていただきます。

火災で対象機器を焼失された場合の本サービスの請求方

法は、ネットコミュニケーションカスタマーリンク（NCCL）

で罹災状況等を確認の上、別途お客様にご案内いたします。

◆◆  請求にあたってのご注意

※ 無料修理のご提供により交換された旧部品および代替機

ご提供の場合の旧物件はお返しできません。

※ 本サ－ビスの対象にならない付加物およびデ－タ、記録

媒体等は事前に対象機器から取り外してください。これら

が対象機器に付加された状態で引渡された場合は、お客様

がこれらに対する権利を放棄したものとさせていただき

ます。

※ 対象機器のお引取り後に無料修理の対象とならないこと

が判明した場合は、お客様にご連絡後有料にて修理させて

いただきます。修理をとりやめられるときは、対象機器の

輸送料はお客様のご負担となります。

● 修理品本体

● 保証書（ソニー㈱が発行するメーカー保証書）

● サービスカードおよび請求書
（記名捺印および必要事項は記入してください。）

● クリエカルテ
（必要事項は記入してください、支払方法欄は記入不要です。）

ソニーマーケティング株式会社 宛

お客様氏名 印

破 損1

水漏れ2

火 災3

落 雷4

水 害5

年 月 日

どこで

１.自宅内 2.（ ）

何をして（原因） どうなった

２. 請求事由発生日

３. 請求事由発生場所・請求事由発生状況

１. 請求事由（該当する番号に○をおつけください）

※コピー等を取ってご記入下さい。


